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施
設
管
理
担
当
部
長
な
ど
の
設

置
公
共
施
設
の
効
果
的
・
効
率

的
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、

区
民
の
皆
さ
ん
に
公
共
施
設
を

よ
り
快
適
に
利
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
政
策
経
営
部
に
施
設

計
画
担
当
課
長
を
、
総
務
部
に

施
設
管
理
担
当
部
長
、
施
設
改

修
計
画
担
当
課
長
、
施
設
維
持

課
を
新
設
し
ま
す
。

防
災
計
画
担
当
課
長
の
設
置

地
域
と
の
協
働
に
よ
る
災
害

対
策
の
推
進
に
向
け
、
地
域
防

災
計
画
や
水
害
対
策
を
担
当
し

ま
す
。

放
射
線
対
策
担
当
課
長
の
設
置

防
災
課
の
再
編
に
合
わ
せ
て
、

よ
り
効
率
的
に
業
務
を
推
進
す

る
た
め
、
放
射
線
対
策
室
を
放

射
線
対
策
担
当
課
長
に
改
編
し

ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
室
の
設
置

平
成
２６
年
４
月
か
ら
の
消
費

税
率
の
引
き
上
げ
に
際
し
、
所

得
の
低
い
方
へ
の
負
担
の
影
響

に
鑑
み
、
臨
時
福
祉
給
付
金
を

支
給
す
る
た
め
、
臨
時
福
祉
給

付
金
室
を
新
設
し
ま
す
。

制
度
改
革
担
当
課
長
の
設
置

平
成
２７
年
４
月
に
本
格
実
施

予
定
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、

制
度
改
革
担
当
課
長
を
新
設
し

ま
す
。
ま
た
、
子
育
て
支
援
施

設
の
整
備
方
針
の
策
定
を
受
け
、

子
育
て
支
援
施
設
担
当
課
長
を

廃
止
し
ま
す
。

学
校
教
育
支
援
担
当
課
長
の
設

置
就
学
前
か
ら
の
一
貫
し
た
支

援
を
行
う
た
め
、
特
別
支
援
教

育
の
相
談
体
制
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
教
職
員
研
修
に
つ
い

て
も
充
実
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら

区
の
組
織
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

区
政
に
対
す
る
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
次
の
通

り
組
織
改
正
を
行
い
ま
す
。

【
担
当
課
】
政
策
企
画
課

�（
５
６
５
４
）８
１
８
５

東東日日本本大大震震災災義義援援金金
温温かかいいごご支支援援あありりががととううごござざいいまますす
２月１日～２８日に「東京聖栄大

学 学友会」の他、多くの皆さんか
らお寄せいただいた義援金
６万９，２９６円を３月６日�に日本
赤十字社へお送りしました。
ご協力ありがとうございました。

義援金は引き続き受け付けていま
す（現金のみ）

【受付場所】
区民ホール（区役所２階）・総務課
（区役所５階５０４番）・区民事務所
・区民サービスコーナー
【担当課】 総務課 �５６５４‐８１３６

かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
太陽光発電システムや断熱改修などを導入す

る際、費用の一部を補助します。必ず設置工事
前にお申し込みください（ただし、電気自動車
・プラグインハイブリッド車は購入後にお申し
込みください）。
対象要件や申込方法など、詳しくは区ホーム

ページをご覧になるか、お問い合わせください。
【申込期間】 ４月１日�～２７年３月１６日�
【担当課】 環境課 �５６５４‐８２２８

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、入
札
参
加
、民
事
・
商
事

古
谷
武
志（
奥
戸
７
‐
１５
‐
１９
）

３６９２
－０７７８

遺
言
・
相
続
・
民
事
全
般

省
エ
ネ
・
環
境
の
届
出
と
補
助
金

牧
野
祐
治（
亀
有
５
‐
１１
‐
１６
）

３６２８
－８３３３

遺
言
・
相
続
専
門

吉
野
恭
正（
新
宿
５
‐
２４
‐
１３
）

３６０８
－４５３１

交
通
事
故
、
遺
言
・
相
続

墓
地
移
転
手
続（
土
日
休
対
応
可
）

町
田
定
一（
東
金
町
１
‐
３６
‐
１
‐
１１３３
）
３６０８
－１００６

遺
言
・
相
続
、
相
続
に
伴
う
借
家
解

約
手
続
等
、
お
気
軽
に
ご
相
談
を

植
原
ひ
と
み（
水
元
１
‐
７
‐
４
‐
２０２
）
３６０９
－４６７５

遺
言
・
相
続
専
門

深
澤
秀
徳（
東
新
小
岩
１
‐
５
‐
１８
‐
１００７
）

５６７２
－３２１７

遺
言
・
相
続

民
事
全
般

野
坂
み
さ
子（
鎌
倉
１
‐
２４
‐
４
）
５６９３
－８１５６

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
米
国
ビ
ザ

在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子（
西
亀
有
３
‐
１５
‐
１６
）

５６８０
－６９３０

集合住宅の共用部分を対象とする補助
限度額

４００，０００円

５０，０００円

１５０，０００円

５００，０００円

１，０００，０００円

１，０００，０００円

補助額
１kW当たり
８０，０００円
１㎡当たり
１０，０００円
１㎡当たり
３０，０００円

導入費の２分の１
または１灯当たり
１０，０００円（LED電
球は１，０００円）のい
ずれか小さい額

導入費の４分の１

導入費の４分の１

種別

太陽光発電システム

太陽熱温水器

ソーラーシステム

★高効率蛍光灯・
LED照明機器へ
の改修
（注２）

★遮熱塗装等断熱
改修
①屋根・屋上・壁
等の高反射率塗
装（注１）
②窓の遮熱塗装等
③断熱改修（窓・
外壁・屋根・屋
上・天井・床）
蓄電池（注４）

事業所を対象とする補助
限度額

８００，０００円

１００，０００円

３００，０００円

５００，０００円

４００，０００円

１，０００，０００円

２５０，０００円

１，０００，０００円

補助額
１kW当たり
８０，０００円
１㎡当たり
１０，０００円
１㎡当たり
３０，０００円

導入費の２分の１
または１灯当たり
１０，０００円（LED電
球は１，０００円）のい
ずれか小さい額

導入費の４分の１

導入費の４分の１

一般社団法人次世
代自動車振興セン
ターの補助額の４
分の１
導入費の４分の１

種別

太陽光発電システム

太陽熱温水器

ソーラーシステム

★高効率蛍光灯・
LED照明機器へ
の改修
（注２）

★遮熱塗装等断熱
改修
①屋根・屋上・壁
等の高反射率塗
装（注１）
②窓の遮熱塗装等
③断熱改修（窓・
外壁・屋根・屋
上・天井・床）
★空調設備機器
★省エネ型小規模
燃焼機器等への
改修（ボイラー、
平釜バーナー、ガ
ス発電給湯器、燃
料電池など。都市
ガス等クリーン
エネルギーを使
用した機器に転
換した場合）
（注３）
★その他省エネ診
断による省エネ
改修

電気自動車・プラ
グインハイブリッ
ド車

蓄電池（注４）

個人住宅を対象とする補助
限度額

４００，０００円

５０，０００円

１５０，０００円

２００，０００円

５０，０００円

２５０，０００円

２００，０００円

補助額
１kW当たり
８０，０００円
１㎡当たり
１０，０００円
１㎡当たり
３０，０００円

１台 ２０，０００円

１台 ５０，０００円

導入費の４分の１

導入費の２分の１
または１灯当たり
１０，０００円のいずれ
か小さい額
一般社団法人次世代
自動車振興センター
の補助額の４分の１
導入費の４分の１

種別

太陽光発電システム

太陽熱温水器

ソーラーシステム

ガス発電給湯器
（エコウィル）
家庭用燃料電池
（エネファーム）
★遮熱塗装等断熱改修
①屋根・屋上・壁等の
高反射率塗装（注１）
②窓の遮熱塗装等
③断熱改修（窓・外壁
・屋根・屋上・天井
・床）

★直管型高効率蛍光
灯・直管型LED照
明機器への改修
（注２）
電気自動車・プラ
グインハイブリッ
ド車
蓄電池

平成２６年度版の資源とごみの収集カレンダーをお届けしました 【問い合わせ】 清掃事務所 �３６９３‐６１１３【担当課】 リサイクル清掃課 �５６５４‐８２７３
利用している集積所とカレンダーの「町丁目」が異なる場合や、カレンダーが届いていない場合はご連絡ください。

★は新築は対象外となります（省エネ型小規模燃焼機器等
への改修のうちガス発電給湯器、燃料電池を除く）
（注１）遮熱塗装等断熱改修のうち、①高反射率塗装につい
ては、施工面積（㎡）×補助単価（１，０００円）と、②窓の遮熱塗
装等は、施工面積（㎡）×補助単価（３，０００円）と、設置改修費
用の１／４を比較して、小さい額が補助額となります。
（注２）個人住宅向けの直管型高効率蛍光灯・直管型LED
照明機器は導入費の総額が１０，０００円以上、集合住宅、事業
所向けの高効率蛍光灯・LED照明機器は導入費の総額が
１００，０００円以上の場合が対象となります。
（注３）事業所向けのガス発電給湯器・燃料電池は、家庭用
の規格のものを設置する場合、個人住宅向けの補助額とな
ります。
（注４）容量１０kWh未満のものは限度額２００，０００円となりま
す。

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
平成26年（2014年）3月25日 No.１５８２

�飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


